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 地震・津波災害に強いまちづくり 
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ガイドライン（最終とりまとめ） 

ガイドライン（中間とりまとめ） 

第６,7回検討委員会での意見 

第8回検討委員会の意見 

自治体アンケート結果で 
得られた現状・課題・意見等 

法律（災害対策基本法、耐震
改修促進法等）や計画（防災
基本計画、地域防災計画等）
の改定による新たな知見 

公表資料（中央防災会議資料、
静岡県第4次地震被害想定、各
県資料等）による新たな知見 

ガイドラインを見やすく、使
いやすくする工夫 

 ガイドライン（最終とりまとめ）の基本的な考え方 

市町村長との意見交換会 
（３県ブロック）での意見 

ガイドライン（中間とりまと
め）説明会での意見 



   １．災害に強いまちづくりに関する 
     市町村の取組状況 
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①災害に強いまちづくりに関する市町村の取組状況 

【実施目的】    中部圏の市町村における「地震・津波災害に強いまちづくり」の 
          取組状況の把握 

【対象自治体】   津波災害が懸念される中部圏の市町村 ６７市町村 
【実施期間】    平成２５年１０月～１１月 
【回収状況】    回収数   ６７市町村 

           回収率  １００％          
【回答方法】      ガイドラインの方策体系図に示した方策毎に、①代表的な施策、 

                     ②評価、③代表的な施策の着手年次、④代表的な施策の完成目標 
                     年次について尋ねた。 

                          ②評価の回答においては、以下の条件で判断 
   ◎：完了または概ね完了している 

  ○：着手済み、実施中（③、④に着手年次及び完成年次を記載） 
  △：計画中 
  ×：該当するが実施の予定がない 
  －：該当しない 

～ 自治体アンケート調査の実施 ～ 



②災害に強いまちづくりに関する市町村の取組状況（自治体アンケート調査結果・速報値） 

 １．アンケート結果のまとめ 
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○ 南海トラフの巨大地震を想定した地震・津波災害に強いまちづくりの取組状況を
沿岸自治体を対象に行った初めての調査。 

○ 短期的に取り組むべき「安全で確実な避難の確保」については、９割の自治体が
既に取組んでおり、特にソフト施策の取組が進んでいる。ハード整備については、
津波避難タワー・避難路の整備が中心である。なお、津波の高さの高い海岸平野
部や半島・島しょ部での取組は比較的津波高の低い内湾低平地部に比べ進んで
いる。また、特にハザードマップや情報伝達の整備や津波避難ビルの指定等のソ
フト施策の取組が進んでいる。 

○ 主に長期的な取組である「地震・津波に強い都市構造の構築」については、建築
物やライフラインの耐震化の取組が９割と進んでいるが、土地利用計画などのま
ちづくりはこれからの状況。 

○ 「災害に強い組織・人づくり」については、既に９割の自治体で取り組まれている。 

○ 自治体の取組として、例えば高齢者の介護予防と併せた避難の迅速化、ブロッ
ク塀の撤去などの避難路の確保、小学校等公共施設の高台移転等の先進的な
取組が見られた。 
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【基本事項１～３】ハード整備とソフト施策の取組状況 

・基本施策１～３について、全体的にはハード施策に対してソフト施策の取組が 
 進んでいる。 
・ソフト施策は、「安全で確実な避難を確保」するための、ハザードマップの整備、 
 津波避難ビルの指定、情報伝達の整備や、 「地震・津波に強い都市構造の構  
 築」の取組としてグランドデザインに合わせた土地利用の促進、 「災害に強い 
 組織・人づくり」 の取組については、自主防災組織の結成と活動の充実、防災 
 教育の充実、防災訓練の実施。 
・ハード整備は主として、「安全で確実な避難を確保する」ための、避難タワーや 
 避難経路の整備等への取組や「地震・津波災害に強い都市構造の構築」の取  
 組として建築物やライフラインの耐震化。 

５０％ 

取組状況：８７％ 
速報値 

●取組状況を示す数値（％）＝（完了＋実施中＋計画中の自治体数）/（完了＋実施中＋計画中＋予定なしの自治体数） 



 ◇津波避難タワーについて 

・避難に関する施策で取組まれているハード整備の特徴として、避難タワーの整備が進んでいる。 
・「海岸平野部」は津波避難タワーの必要性を感じている全ての自治体で計画策定がなされ、９４％  
 の割合で事業が着手されている。が避難タワーを実施中（完了＋整備中）であり、半島・島しょ部で 
 は７５％の自治体で計画されている。 

海岸平野部 

半島・島しょ部 

実施状況：９４％（１５/１６自治体） 

実施状況：８７％（１３/１５自治体） 

 

●実施状況を示す数値（％）＝（完了＋実施中の自治体数）/（完了＋実施中＋計画中の自治体数） 

速報値 
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取組状況：７５％（１５/２０自治体） 

 

●取組状況を示す数値（％）＝（完了＋実施中＋計画中の自治体数）/（完了＋実施中＋計画中＋予定なしの自治体数） 
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・避難に関する施策は完了・実施中・計画中が多く、取組状況は平均８７％で、多くの自治体が積 
 極的に取り組んでいる。 
・その中では、ハード施策（津波避難タワー、避難経路等）に対してソフト施策（津波ハザードマップ、 
 自主防災組織との連携等）の実施が進んでいる。 

 【基本事項１】「安全で確実な避難の確保」の取組状況 

取組状況：平均８７％ 
速報値 

９１％ 
８３％ 

８６％ 

９２％ 
９７％ 

６６％ 

１００％ 

９９％ 

９８％ 
６７％ 

８２％ 
５１％ 

９７％ 

９９％ 
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・東日本大震災以前の地震対策から建築物・ライフラインの耐震化の取組は９割と進んでいるが、長 

 期的な取組のまちづくりであるグランドデザインの策定や土地利用の検討などについては今後の 

 課題となっている。 

・東日本大震災を契機に明らかになった課題である液状化や各種津波への対策についての施策に 

 ついての取組はわずかであり、今後の課題。 

 【基本事項２】「地震・津波に強い都市構造の構築」の取組状況 

取組状況：平均５１％ 
速報値 １００％ 

９０％ 
 ４％ 
５０％ 
９５％ 

５４％ 
５８％ 
 ６％ 

３９％ 
 ６％ 

５０％ 

４６％ 
 ９％ 
２１％ 
５１％ 
４４％ 
１７％ 
 ４％ 

９４％ 
９７％ 
８８％ 
１４％ 
６４％ 

７７％ 

４６％ 
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・災害に強い組織や人づくりといった施策については、取組状況は平均８９％で、多くの自治体が積 

 極的に取組んでいる。特に「自主防災組織の結成・活動、他の自治体との連携、企業との連携、自 

 主防災組織による避難訓練」は全ての自治体で取組んでいる。 

・今後は、支援物資等の受入れや災害廃棄物対策等の検討、NPOとの連携、応急仮設住宅への準 

 備等が今後の課題。 

 【基本事項３】「地震・津波災害に強い組織・人をつくる」の取組状況 

取組状況：平均８９％ 
速報値 

１００％ 
９７％ 

１００％ 
７５％ 

９９％ 
９７％ 

１００％ 
９８％ 

８３％ 

６７％ 

９９％ 

８９％ 

７９％ 
１００％ 

５７％ 



 ２．特徴ある取組 

○三重県南伊勢町の取組・・・詳細はP-23参照 

・防災と福祉を兼ねた健康体操 

○愛知県西尾市の取組 
 
 
・ 地震発生時における災害から市民の生命、身体及び財産を保護 
 するため、ブロック塀等の撤去を行う場合に10万円を限度に補助 

・ブロック塀等撤去費補助事業 

○愛知県田原市・三重県鳥羽市の取組・・・詳細はP-25参照 

・学校・保育所の高台移転 
・田原市の学校の高台移転・・・詳細はP-25参照 
・「安楽島保育所」及び「相差保育所」は、津波浸 
 水想定区域内にあるため、園児等の安全を確 
 保するため、高台へ移転 
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あ  ら  しま おう  さ つ 



   ２．ガイドライン（最終とりまとめ案）  

13 



 １．ガイドラインの主な修正箇所 
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①ガイドラインの主な修正箇所 

○ガイドラインの構成を修正 
・災害に強いまちづくりに関する施策を「施策集」としてまとめ、施策 
 ごとのインデックスをもうけ、見易くした。 
・「災害に強いまちづくり支援事業メニュー集」を別冊から本編に記 
 載 
 
○地震・津波災害に強いまちづくりの施策を充実 
・施策集において、法律の改正や新たな公表資料による最新の情 
 報を加筆・修正 
・施策集において、施策の事例を示しているが、意見交換会等で得 
 た情報により増やした。 



 ◇ガイドラインの目次構成(修正点） 
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＜本編＞  

第１章 ガイドライン策定の目的と利用方法 

第２章 中部圏の地震・津波災害に強いまちづくりに係る現状と課題 

第３章 地震・津波災害に強いまちづくりの推進の進め方 

第４章 地震・津波災害に強いまちづくりに必要な基本認識 

第５章 「地震・津波災害に強いまちづくり基本方針」の策定方法 

第６章 おわりに 

地震・津波災害に強いまちづくりの施策集・・・旧第6章より施策集として記載 

地震・津波災害に強いまちづくり支援事業メニュー集 ・・・本編に編入 

参考資料：自治体アンケート結果、市町村長との意見交換会の意見（ガイドラ 

  イン関係対象外） 

＜別冊＞  

  【海岸平野部】  地震・津波災害に強いまちづくり基本方針（案） 

  【内湾低平地部】 地震・津波災害に強いまちづくり基本方針（案） 

  【半島・島しょ部】 地震・津波災害に強いまちづくり基本方針（案）   



 ◇ガイドラインの概要（修正点） 
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中部圏の地震・津波災害に強いまちづくりに係る現状と課題 

地震・津波災害に強いまちづくりの推進の進め方 

地震・津波災害に強いまちづくりに必要な基本認識 

「地震・津波災害に強いまちづくり基本方針」の策定方法 

・東日本大震災の被害状況調査結果 
・既往災害から得られた教訓：東日本大震災、阪神淡路大震災等 
・中部圏の地域特性  ・南海トラフの巨大地震 
・中部圏の地域特性    

・地震・津波災害に強いまちづくりの方向性 
・地震・津波災害に強いまちづくりの進め方 

・検討するための地震・津波想定 
・地震・津波による被害の整理と想定：建物被害、人的被害等 

・市町村の現状把握   ・災害履歴の把握 
・南海トラフの巨大地震による被害想定 
・市町村が講じている方策の確認  ・防災・減災対策の現状のまとめ 
・課題の抽出  ・まちづくりに向けた基本的な考え方 
・必要な施策の抽出  ・短期施策の検討  ・グランドデザインの検討 
・グランドデザインのイメージ 

地震・津波災害に強いまちづくりの施策集 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

＜中部圏の巨大地震対応への課題＞ 

沿岸平地部の液状化への対策 
沿岸平地部の工業地帯への対応 

沿岸部への人口集積 

過疎地域における高齢者対策 
＜基本的な考え方の具体的な項目＞ 

災害に強い組織・人をつくる 
地震・津波に強い地域構造の構築 

安全で確実な避難の確保 

事象による被害内容と対策を整理 
地震・津波の想定 

具体的な項目による体系化 

まちづくり基本方針に必要な情報整理 
課題の抽出方法 

安全で確実な避難（短期施策）や地
震・津波に強い地域構造（グランドデ
ザイン）等を検討する考え方の整理 

＜検討のための考え方を明示＞ 

＜具体的な項目を明示＞ 

＜検討のための考え方を明示＞ 

揺れが強い（震度７） 
津波が高く速い（２０ｍ以上、最短２分） 

建物 最大約930千棟、人的 最大約175千人 

・安全で確実な避難の確保  ・地震・津波に強い地域構造の構築 
・・災害に強い組織・人をつくる 

＜巨大地震の特徴と被害＞ 

地震・津波災害に強いまちづくり支援事業メニュー集 ⑥ 
本編に編入 

＜支援事業メニューを明示＞ 
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②新たな知見 

 ◇静岡県第４次想定（2次報告）（１/２） 

・静岡県は第4次被害想定（２次報告）を平成25年11月29日に公表 

（１） 地震被害想定 
○被害想定の目的：東日本大震災の教訓を生かし、レベル１・レベ 
 ル２の地震・津波を想定した被害想定を実施し、今後の地震・津 
 波対策の基礎資料として活用 
○想定対象とした地震・津波→ 
○第二次報告の想定項目 
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 ◇静岡県第４次想定（2次報告） （２/２） 

（２）地震・津波対策アクションプログラム2013 の確定 
 

 

 

 

 

 

 



○地震防災対策を推進する必要がある地域を南海トラフ地震防災対策推進地域とし、内閣総理大 

  臣が科学的に想定し得る最大規模の地震を想定して行う。 

○中央防災会議は、南海トラフ地震防災対策推進基本計画を作成。 

○指定行政機関の長等は、防災業務計画において、地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備 

  に関する事項、津波からの防護、円滑な避難の確保及び迅速な救助に関する事項等を定め、こ 

  れらの事項を南海トラフ地震防災対策推進計画とする。 

○関係指定行政機関の長等は、南海トラフ地震が発生した場合における災害応急対策等を相互に 

  連携協力して推進するために必要な協議を行う協議会を組織することができる。 

○総理大臣は、南海トラフ地震防災対策推進地域のうち、南海トラフ地震に伴い発生する津波に対 

  し、津波避難対策を特別に強化すべき地域を南海トラフ地震津波避難対策特別強化地域として 

  指定する。 

○関係市町村長は、都府県知事の意見を聞き、総理大臣の同意を得て、津波からの避難の用に供 

  する避難施設等の整備に関する事業、集団移転促進事業、及び集団移転促進事業に関連して 

  移転が必要と認められる施設で、高齢者、障害者、乳幼児、児童、生徒等の要配慮者が利用す 

  る政令で定める施設の整備に関する事業について、津波避難対策緊急事業計画を作成すること 

  ができる。 

○津波避難対策緊急事業に係る特例：要する経費に対する国の負担または補助の割合の特例等 

○集団移転促進事業に係る特例措置：農地の転用の許可要件の緩和に関する農地法の特例、集 

  団移転促進法の特例等 

 ◇南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 
 
   の概要（H25.11.22成立） 
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②地震・津波災害に強いまちづくりに関する新たな事例 

【基本事項１】安全で確実な避難の確保 
○施策1-1-②津波避難計画の策定～浸水想定区域外にセーフティラインの設定～（田原市） 
○施策1-2-⑤避難困難者の解消（津波避難タワー・ビル等） ～築山の整備～(沼津市・袋井市） 

○施策1-3-⑩災害時要援護者等の支援～防災と福祉を兼ねた健康体操～（南伊勢町） 
○施策1-3-⑩災害時要援護者等の支援～観光協会との連携、釣り客に対する避難訓練の 
 実施～（南伊勢町） 
 
【基本事項２】災害に強い組織・人をつくる 
○施策2-2-⑥避難所等になる重要公共施設の再配置～防災・少子化に伴う 
 小中学校の再編～（南伊勢町） 
○施策2-4-10 津波浸水対策～濃尾平野の排水計画（案）～（国土交通省中部地方整備局） 
○施策2-4-21グランドデザインに合わせた土地利用の促進～津波防災区域（災害危険区域） 
 の指定～（宮城県東松島市） 
○施策2-4-21グランドデザインに合わせた土地利用の促進～空地の事前確保（女川町総合 
 運動公園の活用）～（宮城県女川町） 
 
【基本事項３】地震・津波災害に強い地域構造の構築 
○施策3-3-⑪ 職員の意識づくり  ～震災復興都市計画策定時の地方公共団体職員ＷＳ 
 の開催～（愛知県） 
○施策3-4-⑫ 自主防災組織による避難防災訓練の実施～子どもたちが参加した防災訓練 
 の実施～（田原市） 

 



施策1-1-②津波避難計画の策定 
     ～浸水想定区域外にセーフティラインの設定～ 

愛知県 
 田原市 

◆田原市の堀切校区では、浸水想定区域外にセーフティラインを設定し、そのラインまで 
  状況に応じて走る等で避難 

21 



施策1-2-⑤避難困難者の解消 
   （津波避難タワー・ビル等） ～築山の整備～ 

静岡県 
 沼津市、袋井市 

◆沼津市では、津波避難タワーは、避難可能者数が少ない割に整備費が高額である上 
  に、平時には活用できないため、平時にも利用可能で、災害時には緊急避難場所とな 
  る「築山」を整備 
◆延宝8年（1680年）の高潮災害で大きな被害を被った村人が避難所の築山を築き、命を 
  助けてくれる山として、「命塚」「助け山」「命山」と呼ばれています。この教えを活かし、 
    「平成の命山」（海抜10ｍ、避難面積1,300㎡）を整備 

○沼津市では津波非難タワー 
 から築山に変更 

○袋井市では先人の教え 
  から築山を整備 

22 



施策1-3-⑩災害時要援護者等の支援 
        ～防災と福祉を兼ねた健康体操～ 

三重県 
 南伊勢町 

◆日常的に歩く生活を楽しむ「はつらつ健脚運動（ゴムバンド運動）」による体力アップは 
  介護予防と防災対策に有効 
◆平成23年7月19日から平成24年5月までに行った3回の「避難場所までに要する避難 
   時間調査」（3回目調査：対象57名、男性平均年齢77歳、女性平均年齢72歳）では、回を 
   追うごとに避難時間が短縮 

23 



施策1-3-⑩災害時要援護者等の支援 
～観光協会との連携、釣り客に対する避難訓練の実施～ 

三重県 
 南伊勢町 

  

◆観光協会と連携して、各宿泊施設による避難経路図を作成 
◆釣り客等に対して避難訓練を実施し、海上からの避難時間を確認 

24 



施策2-2-⑥避難所等になる重要公共施設の再配置        ～ 
      ～防災・少子化に伴う小中学校の再編～ 

愛知県 
 田原市 

◆田原市では、強い揺れと津波が予測されることから、児童生徒の生命・安全を守るため、 
    特に甚大な被害が想定される堀切小学校等を安全な場所へ移転、同時に少子化に伴 
    う適正規模・適正鉢を考慮 
◆移転跡地は、地域の意見を尊重しつつ、地域への開放や防災拠点とする等の活用策 
  を検討 

図 避難場所の確保、学校再編に伴う高台移転 25 



施策2-4-10 津波浸水対策 
           ～濃尾平野の排水計画（案）～ 

国土交通省 
中部地方整備局 

◆最大規模の巨大地震が発生した場合の日本最大の海抜ゼロメートル地帯である濃尾 
  平野における、排水計画（案）を作成 
◆排水作業完了目標は、堤防仮締切で最長1ヶ月、排水作業で2週間以内と想定 

26 



施策2-4-21グランドデザインに合わせた土地利用の促進        
～津波防災区域（災害危険区域）の指定～ 

宮城県 
 東松島市 

◆東松島市では、東日本大震災により多大な被害を被った経験から、多重防御施設とし
て海岸堤防、防災緑地、かさ上げ道路や河川堤防の整備を行ってもなお一定の浸水が
予測される区域について、建築基準法第39条に基づく「津波防災区域」の指定 

【津波防災区域の種別】 
第1種区域 住居などの居住用建物、医療施設や児童福祉施設などの 
     建築が規制されます。 
第2種区域 住居などの居住用建物、医療施設や児童福祉施設などの 
     建築が規制されますが、これらの建物であっても主要構 
     造部が鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造、 
     階数が２以上、地階を有さないなどの条件を満たした建 
     築物は建築できます。 
第3種区域 住居などの居住用建築物、医療施設や児童福祉施設など 
     の建築物を建築する場合、宅地の接する道路の高さから 
     １階の居住室の床面の高さを1.5ｍ以上とすること、住宅 
     の基礎を鉄筋コンクリート造とすることなど、一定の基 
     準を満たしていただく必要があります。 

出典：東松島市HP 27 



施策2-4-21グランドデザインに合わせた土地利用の促進        
～空地の事前確保（女川町総合運動公園の活用）～ 

宮城県 
 女川町 

◆女川町運動公園は、陸上競技場、総合体育館（愛称：女川ドーム）、野球場、多目的運
動場等を有しる高台の公園（面積25.5ha 
◆災害発生時には、災害廃棄物置場や応急仮設住宅整備場所、重機置場、物流拠点、
自衛隊・警察・消防等の支援部隊の拠点等で空地が必要 
◆この公園は、被災後すぐに女川町役場（仮設）及び応急仮設住宅用地等として使用さ
れ、現在では、その一部が災害公営住宅用地として利用され、早期の復興に効果を発揮 

図 女川町陸上競技場跡地地区災害公営住宅 図 女川町総合運動公園 

出典：女川町HP 28 



施策3-3-⑪ 職員の意識づくり  ～震災復興都市計画 
    策定時の地方公共団体職員ＷＳの開催～ 

愛知県  
 

  

◆愛知県は、震災復興都市計画の策定に当たって、手続きにおける課題を把握するため、 
  仮想の被害を基に計画を策定する模擬策定作業を実施 
◆模擬策定作業では、被害特性や地区特性を変えた5地区における復興都市計画の策定を 
  行い、県及び市町村職員（30市町、計40名）がWS形式を実施 

29 出典：愛知県HP「愛知県震災復興都市計画の手引き」 



施策3-4-⑫ 自主防災組織による避難防災訓練の実施 
        ～子どもたちが参加した防災訓練の実施～ 

愛知県  
田原市 

  

◆田原市では、地域の津波避難訓練では、神社内にある避難経路を利用して、高台へ移動、 
   次世代を担う子供たちが参加 

30 
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事業メニュー

■都市防災総合推進事業 2

・災害危険度判定調査 ○ ○ 3

・住民等のまちづくり活動支援 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3

・地区公共施設等整備 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3

・都市防災不燃化促進 ○ 4

・密集市街地緊急リノベーション事業 ○ 4

・地震に強い都市づくり緊急整備事業 ○ ○ ○ 5

■宅地耐震化推進事業 ○ ○ 5

■都市再生整備計画（旧まちづくり交付金）事業 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6

■下水道総合地震対策事業 ○ ○ 6

■都市公園事業 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7

■防災緑地緊急整備事業 ○ ○ 7

■土地区画整理事業 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8

■都市再生区画整理事業 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8

■市街地開発等

・市街地再開発事業 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 9

・防災街区整備事業 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 9

・優良建築物等整備事業 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10

■防災・省エネまちづくり緊急促進事業 10

■住宅市街地総合整備事業
（密集住宅市街地整備型） ○ ○ ○ ○ ○ 11

■狭あい道路整備等促進事業 ○ ○ ○ ○ 11

■小規模住宅地区等改良事業 ○ 12

空き家再生等推進事業 ○ 12,13

■住宅・建築物安全ストック形成事業 ○ ○ ○ 13

■がけ地近接等危険住宅移転事業 14

■都市安全確保促進事業 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 15

Ⅰ-1 Ⅰ-7 Ⅰ-19 Ⅰ-21 Ⅰ-23 Ⅰ-33 Ⅰ-35 Ⅰ-37 Ⅰ-43 Ⅰ-45 Ⅰ-53 Ⅰ-59 Ⅰ-61 Ⅱ-1 Ⅱ-3 Ⅱ-7 Ⅱ-13 Ⅱ-17 Ⅱ-19 Ⅱ-23 Ⅱ-25 Ⅱ-29 Ⅱ-33 Ⅱ-37 Ⅱ-39 Ⅱ-41 Ⅱ-45 Ⅱ-47 Ⅱ-47 Ⅱ-47 Ⅱ-47 Ⅱ-49 Ⅱ-51 Ⅱ-55 Ⅱ-69 Ⅱ-71 Ⅱ-73 Ⅱ-75 Ⅲ-1 Ⅲ-5 Ⅲ-9 Ⅲ-11 Ⅲ-15 Ⅲ-17 Ⅲ-19 Ⅲ-21 Ⅲ-23 Ⅲ-25 Ⅲ-27 Ⅲ-29 Ⅲ-33 Ⅲ-37 Ⅲ-39 Ⅳ-1

（参考）　「地震・津波災害に強いまちづくりガイドライン」に係る支援事業メニューのインデックス

施策メニュー

該当ページ
（事業メ
ニュー）

安全で確実な避難の確保 地震・津波に強い都市構造の構築 災害に強い組織・人をつくる

該当ページ

短期・長期

三助（自助・共助・公助）の考え方

社
会
資
本
整
備
総
合
交
付
金

この表は、地震・津波災害に強いまちづくりに関する防災対策として想定される主な「社会資本整備総合交付金事業」を例示したものです。

各事業には、財政支援等のための要件がありますので、詳細については、各要綱などで確認願います。

※社会資本整備総合交付金の基幹事業で支援の可能性がある事業：○

なお、基幹事業以外においても、計画の目標実現のため基幹事業と一体となって、基幹事業の効果を一層高めるために必要な事業として、都市再生整備計画事業（旧まちづくり交付金）の提案事業及び効果促進事業で活用できる施策メニューが多数あります。
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④災害発生時の時間軸でみた取組 

修正なし 
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○仙台市の「東日本大震災 仙台市 震災記録誌－発災から1年間 
 の活動記録－」平成25年3月18日    http://www.city.sendai.jp/fukko/1207640_2757.html 

 ・発災直後の対応として、本部長(市長）指示などの記録や生活復  
 旧対応の記録 

 【参考】東日本大震災の時間軸での記録 

http://www.city.sendai.jp/fukko/1207640_2757.html


 【参考】東日本大震災の時間軸での記録 

○東北地方整備局「忘れない。」   
http://www.thr.mlit.go.jp/sendai/oshirase/wasurenai/img/paneldata.pdf 

・東日本大震災と救命・救援ルート確保・復旧への記録 
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http://www.thr.mlit.go.jp/sendai/oshirase/wasurenai/img/paneldata.pdf


 ３．【まとめ】中部圏の地震・津波災害に 
   強いまちづくりに関する残された課題 
   と今後必要な取組 
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 南海トラフ法などの法制度の活用方法や被災地・全国の防災まちづくりの動きを把握し、
学識経験者や首長参加の意見交換会の開催等を通じて自治体と情報共有・課題検討を
行い、各自治体で取り組む各種計画策定・事業の実施に対して、今後も積極的に地震・津
波に強いまちづくり実現のため必要な支援を継続的に実施。 

今後の地震・津波災害に強いまちづくり実現への課題 

中部地方整備局は、今後も引き継き自治体の防災まちづくりを支援 

１．今後、地震・津波災害に強いまちづくりを実現するためには、以下のような様々な課題がある。 
・観光、企業活動などの地域の産業等への配慮 
・グランドデザイン・土地利用計画の策定や高台移転等、各種事業実施に際しての住民 
 の合意形成 
・ハード整備による安全性の確保に対する多様な意見への対応 
・法制度や予算の制約  等 
２．また、今回取りまとめたガイドラインにおいて、以下の課題がある。 
・命を守る取組については、各自治体で既に積極的に取り組まれているものの、長期的なまちづく 
 りについては、これから取組む段階であり、十分な知見・先行事例がない。 
・南海トラフの特措法が成立したところだが、土地利用の課題等への対応については、復興の事例 
 を示すに留まっており、今後、内容の充実が必要。 
・東日本大震災からの復興は現在も進行中であり、引き続き復興を学ぶ知見の紹介が必要。 
・各県の第4次想定が出揃っておらず、前提とする想定や各県の対応方針が紹介できていない。 
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